
阿賀野市告示第１０８号 

 阿賀野市お試し空き家暮らし体験実施要綱を次のように定める。 

  令和５年５月２６日 

                    阿賀野市長 田 中 清 善   

 

   阿賀野市お試し空き家暮らし体験実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、本市への移住を検討している者に対し、一定期間過疎地

域で生活体験を行う機会を提供し、もって過疎地域の移住促進及び地域活性

化を図るために実施する阿賀野市お試し空き家暮らし体験制度について、必

要な事項を定めるものとする。 

（施設） 

第２条 阿賀野市お試し空き家暮らし体験を実施する施設（以下「移住体験施

設」という。）は、市長が別に定める。 

（対象者） 

第３条 移住体験施設を借り受けることができる者及びその者と共に同居す

ることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(１) 市外在住者であって、本市への移住を検討している者（転勤による転

入予定者及び出張等であらかじめ定められた期間定住する予定である

者を除く。）又はその者と現に同居若しくは同居しようとする親族等 

(２) 阿賀野市暴力団排除条例（平成２３年阿賀野市条例第３０号）に規定

する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき

関係を有する者でない者 

２ 前項の規定にかかわらず、満１８歳未満の者のみによる移住体験施設の借

受けは、これを認めない。 

（借受申請） 

第４条 移住体験施設を借り受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

阿賀野市お試し空き家暮らし体験施設借受申請書（第１号様式）に次に掲げ

る書類を添えて借受けを開始する１４日前までに市長に提出しなければな

らない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。 

(１) 誓約書（第２号様式） 

(２) 申請者及びその者と同居しようとする者の住民票の写し 

(３) 移住意向調査票（第３号様式） 

（貸付許可） 

5.6.5 



第５条 市長は、前条の規定による申請を受け、当該申請内容を審査し、適当

と認めたときは、阿賀野市お試し空き家暮らし体験施設貸付許可通知書（第

４号様式。以下「許可通知書」という。）を交付するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による許可に際し、管理上必要な条件を付すことがで

きる。 

（契約の締結） 

第６条 前条第１項の規定による許可通知書の交付を受けた申請者（以下「借

受者」という。）は、借地借家法（平成３年法律第９０号。以下「法」とい

う。）第３８条に規定する契約を阿賀野市お試し空き家暮らし体験施設賃貸

借契約書（第５号様式。以下「契約書」という。）により市長と締結しなけ

ればならない。この場合において、市長は、法第３８条第３項の規定により

契約の更新がないことを、阿賀野市お試し空き家暮らし体験施設賃貸借契約

説明書（第６号様式）により行う。 

（貸付期間） 

第７条 移住体験施設の一回当たりの貸付期間は貸付開始日から起算して３

０日以内とし、年度を超えた貸付けは行わないものとする。 

２ 貸付期間は契約書において定めるものとする。 

３ 借受者は、貸付期間満了後、連続して移住体験施設を借用することができ

ない。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。 

（貸付料） 

第８条 移住体験施設の貸付料は、１日当たり９５０円とする。 

２ 借受者は、前項の貸付料を貸付開始日の前日までに納付しなければならな

い。 

３ 第１項に規定する貸付料は、移住体験施設使用に伴う光熱水費、燃料費及

びその他移住体験施設に備え付けの備品の使用料を含むものとする。ただし、

飲食費、消耗品等移住体験施設に備え付け以外の器具及び備品等に要する費

用は含まず借受者負担とする。 

４ 借受者が納付した貸付料については、還付しない。ただし、次の各号のい

ずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。 

(１) 移住体験施設が災害その他借受者の責めに帰することができない理

由により使用できなくなった場合、使用未済期間分の使用料全額 

(２) 市長が特に必要と認め、使用期間を短縮した場合、既納付使用料から

使用済み期間分の使用料を差し引いた金額 

(３) その他やむを得ない事由により市長が特に認めた場合、その都度決定



する金額 

（借受者等の遵守事項） 

第９条 借受者及びその者と同居する者（以下「借受者等」という。）は、移

住体験施設及びその敷地の使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければ

ならない。 

(１) 施設をこの告示の目的以外に使用しないこと。 

(２) 留守や就寝時は施錠するなど移住体験施設を善良に管理すること。 

(３) 移住体験施設の鍵を複製しないこと。 

(４) 移住体験施設の鍵をなくしたときは、直ちに市長にその旨を報告する

こと。 

(５) 火気の取り扱いに注意し移住体験施設内は禁煙とすること。 

(６) 冬期間にあっては、水道の凍結防止に配慮すること。 

(７) 付属設備、備品等を適切に取り扱うこと。 

(８) 移住体験施設の敷地内の除草や除雪を適宜行い、移住体験施設及びそ

の敷地を適正に管理するとともに、住環境の整備に努めること。 

(９) ごみは、市の定めに従い処理すること。 

(１０) 移住体験施設の貸付期間が満了するときはあらかじめ移住体験施

設の清掃を行うとともに、当該貸付期間が満了したときは直ちに鍵を市

に返却すること。 

(１１) 移住体験施設の全部または一部を転貸又はその権利を譲渡しない

こと。 

(１２) 移住体験施設の増築、改築又は模様替えをしないこと。 

(１３) 移住体験施設の敷地を改変しないこと。 

(１４) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（制限される行為） 

第１０条 借受者等は、移住体験施設及びその敷地内において次に掲げる行為

をしてはならない。 

(１) 許可した者以外の同居  

(２) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為 

(３) 事業又は営業 

(４) 興業、展示会その他これらに類する催し 

(５) 文書、図書その他印刷物の貼付け又は配布 

(６) 政治活動又は宗教活動 

(７) 動物（身体障害者補助犬法（平成１４年法律第４９号）による盲導犬、



介助犬又は聴導犬を除く。）の飼育 

(８) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為 

(９) 前各号に掲げるもののほか、移住体験施設の使用にふさわしくない行 

   為 

（貸付許可の取消し） 

第１１条 市長は、借受者に前２条の規定に違反する行為があったと認めたと

き、正当な理由によらず施設を使用しないとき、施設を継続して貸付けるこ

とが困難であると認めるとき又は移住体験施設の管理上支障があると認め

るときは、第５条の規定による貸付決定を取り消すことができる。この場合

において、市長は阿賀野市お試し空き家暮らし体験施設貸付許可取消通知書

（第７号様式）により、借受者に対し貸付の取消しを通知するものとする。 

（明渡し） 

第１２条 借受者は、貸付期間が満了したとき、又は賃貸借契約が解除された

ときは、直ちに、移住体験施設及びその敷地を明け渡さなければならない。

この場合において、当該借受者は通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該

移住体験施設及びその敷地を原状回復しなければならない。 

２ 借受者は、前項後段の規定に基づき行う原状回復の内容及び方法について、

市長の指示に従わなければならない。 

（立入り） 

第１３条 市長は、移住体験施設の防災、火災の延焼、構造の保全その他の管

理上特に必要がある時は、その命じた職員をして当該移住体験施設及びその

敷地に立ち入ることができるものとする。 

２ 借受者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒

否することはできない。 

（損害賠償） 

第１４条 借受者は、借受者等が移住体験施設（附帯設備等を含む。次項にお

いて同じ。）を破損し、損傷し、滅失し又は紛失した時は、直ちに市長に報

告すると共に阿賀野市お試し空き家暮らし体験施設破損（損傷・滅失・紛失）

届出書（第８号様式）を提出しなければならない。 

２ 借受者は、借受者等が故意または過失により移住体験施設を破損し、損傷

し、滅失し、又は紛失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償

しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めた場合

は、この限りではない。 

（事故免責） 



第１５条 市は、移住体験施設又はその敷地が通常有すべき安全性を欠いてい

る場合を除き、移住体験施設内又はその施設内で発生した事故に対して、そ

の責任を負わないものとする。 

（その他） 

第１６条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和５年５月２６日から施行する。 



第１号様式（第４条関係） 

 

阿賀野市お試し空き家暮らし体験施設借受申請書 

 

 

阿賀野市長        様 

 

年  月  日 

申請者  住所             

氏名              

 

 阿賀野市お試し空き家暮らし体験施設を借り受けたいので、阿賀野市お試し空き家暮ら

し体験実施要綱第４条の規定により、次のとおり申請します。 

 

施設の所在地  

貸付期間    年  月  日から   年  月  日までの   日間 

申請者連絡先 

自宅電話  

携帯電話  

メールアドレス  

施設利用者 

氏名 続柄 職業 生年月日 

 本人  年  月  日 

   年  月  日 

   年  月  日 

   年  月  日 

   年  月  日 

   年  月  日 

その他 

（配慮すべき事項等がある場合は記入してください。） 

※ 施設利用者全員の現住所が記載されている住民票の写しを添付してください。 

※ 貸付期間は、申し込み時点での希望期間を記入してください。 



第２号様式（第４条関係） 

 

阿賀野市長        様 

 

誓 約 書 

 

 阿賀野市お試し空き家暮らし体験施設借受申請にあたり、下記の事項に同意及び誓約し

ます。 

 

記 

 

１．利用者全員が阿賀野市お試し空き家暮らし体験実施要綱第３条に規定する要

件を満たしていること 

 

２．移住体験施設の利用にあたり、阿賀野市お試し空き家暮らし体験実施要綱第

９条に掲げる事項を遵守すること 

 

３．移住体験施設の利用にあたり、阿賀野市お試し空き家暮らし体験実施要綱第

10条に掲げる行為をしないこと 

 

４．移住体験施設の利用が終了したときは、直ちに当該施設を明け渡し、鍵を返却

すること 

 

５．移住体験施設の入居の条件及び利用について、阿賀野市お試し空き家暮らし

体験実施要綱の規定に従うこと 

 

 

 

年  月  日             

申請者氏名               



第３号様式（第４条関係） 

 

移住意向調査票 

 

氏名(申請者)  

現住所  

出身地(市区町村まで)  

年齢  

移住時期 

□ １年以内に移住を考えている 

□ ３年以内に移住を考えている 

□ 移住を考え始めたばかりでまだわからない 

移住希望地 

□ 阿賀野市内で場所も決めている 

□ 阿賀野市内への移住希望だが、場所は決まっていない 

□ 新潟県内の他の市町村と検討している 

□ 新潟県外の市町村も含めて検討している 

移住人数     人 

移住目的(理由) 

(田舎でのんびりするため、のびのび子育てをするため等) 

今回の移住体験で確認

又は実施したいこと 

(新規就農をした人と話してみたい、保育園を見学したい等) 

参加又は実施したこと

がある事項 

□ 阿賀野市が参加する移住イベントへの参加 

□ 阿賀野市への移住相談 

□ ワーキングスペース（Swan Lake OFFICE）の利用 

□ 阿賀野市のふるさと納税 

□ 阿賀野市の移住サイト「あがのライフ」の閲覧 

□ 阿賀野市オンライン移住相談窓口(ＬＩＮＥ)の登録 

□ 阿賀野市の祭りやイベントへの参加 

□ 阿賀野市への観光 

本事業を 

知った経緯 

□ 阿賀野市のホームページ    □ ＳＮＳ 

□ 阿賀野市以外のホームページ  □ 新聞 

□ 移住イベント         □ 友人等 

□ その他（                     ） 

 



第４号様式（第５条関係） 

第     号 

年  月  日 

        様 

 

  阿賀野市長          

 

阿賀野市お試し空き家暮らし体験施設貸付許可通知書 

 

     年  月  日付けで借受申請のあった阿賀野市お試し空き家暮らし体験施設

について、阿賀野市お試し空き家暮らし体験実施要綱第５条の規定に基づき、次のとおり貸

付けを許可したので通知します。 

 なお、当該施設の利用にあたっては、阿賀野市お試し空き家暮らし体験実施要綱及びその

他関係法令を遵守し、適正に使用してください。 

 

施設の所在地  

貸付期間    年  月  日から   年  月  日までの   日間 

利用人数        人 

施設利用者 

 

 

 

 

 

 

貸付料         円 

貸付条件 

 

 



 

第５号様式（第６条関係） 

 

阿賀野市お試し空き家暮らし体験施設賃貸借契約書 

 

（契約の締結） 

第１条 貸主 阿賀野市長（以下「甲」という。）及び借主     （以下「乙」と

いう。）は、第２条に記載する賃貸借の目的物（以下「本物件」という。）につい

て、以下のとおり借地借家法（平成３年法律第90号）第38条に定める建物賃貸借契約

（以下「本契約」という。）を締結する。 

（契約の物件） 

第２条 甲は、次に掲げる建物を乙に貸し付けるものとする。 

(１) 住  所 

(２) 建築年数 

(３) 構  造 

(４) 面  積 

（契約期間） 

第３条 賃貸借の期間は令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。 

２ 本契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新はしないものとする。 

（使用目的） 

第４条 乙は、本物件を居住のみの目的に使用しなければならない。 

（賃貸借料及び支払方法） 

第５条 物件の賃貸借料は、     円（内消費税等額     円）とする。 

２ 前項の賃貸借料は、光熱水費（電気料、ガス代及び上下水道料をいう。）を含むも

のとする。 

３ 乙は、第１項の賃借料を契約開始日の前日までに支払わなければならない。 

（遵守事項） 

第６条 乙は、本物件を使用するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならな

い。 

(１) 施設を第４条で定める目的以外に使用しないこと。 

(２) 留守や就寝時は施錠するなど本物件を善良に管理すること。 

(３) 鍵を複製しないこと。 

(４) 鍵をなくしたときは、直ちに甲へその旨を報告すること。 

(５) 火気の取り扱いに注意し本物件内は禁煙とすること。 

(６) 冬期間にあっては、水道の凍結防止に配慮すること。 



 

(７) 付属設備、備品等を適切に取り扱うこと。 

(８) 敷地内の除草や除雪を適宜行い、本物件を適正に管理するとともに、住環境の

整備に努めること。 

(９) ごみは、市の定めに従い処理すること。 

(10) 本物件の契約期間が満了するときはあらかじめ清掃を行うとともに、当該契約

期間が満了したときは直ちに鍵を甲へ返却すること。 

(11) 本物件の増築、改築又は模様替えをしないこと。 

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（制限される行為） 

第７条 乙は、本物件において次に掲げる行為をしてはならない。  

(１) 許可した者以外の同居 

(２) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為 

(３) 事業又は営業 

(４) 興業、展示会その他これらに類する催し 

(５) 文書、図書その他印刷物の貼り付け又は配布 

(６) 政治活動又は宗教活動 

(７) 動物（身体障害者補助犬法（平成14年法律第49号）による盲導犬、介助犬又は

聴導犬を除く。）の飼育 

(８) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為 

(９) 前各号に掲げるもののほか、本物件の使用にふさわしくない行為 

（契約の解除） 

第８条 甲は、乙が本契約書に規定する事項に違反した場合、本契約書に定める義務を

履行しない場合及び本契約を継続することが困難であると認められる場合は、本契約

を解除することができる。 

２ 甲は、前項の規定に基づき契約を解除するときは、乙に通知するものとする。 

３ 第１項の措置によって乙に損害を生じることがあっても、甲は、その責を負わな

い。 

（損害賠償） 

第９条 乙は本物件（附属設備等を含む。次項において同じ。）を破損し、損傷し、滅

失し、又は紛失した時は直ちに甲に報告しなければならない 

２ 乙は、故意又は過失により、本物件を破損し、損傷し、滅失し、又は紛失した時

は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得

ない事由があると甲が認めた場合は、この限りでない。 

（事故免責） 



 

第１０条 甲は、本物件が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、本物件で発生

した事故に対して、その責任を負わないものとする。 

（明渡し） 

第１１条 乙は、契約期間が満了した時、又は前条の規定に基づき本契約が解除された

ときは、直ちに、本物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は通常

の使用に伴い生じた損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。 

２ 乙は、契約期間が満了する場合において、明渡しをしようとするときは、当該明渡

しの日時を事前に甲に通知しなければならない。 

３ 乙は、第１項後段の規定に基づき行う原状回復の内容及び方法について、あらかじ

め甲と協議するものとする。 

（立入り） 

第１２条 甲は、本物件の防災、火災の延焼、構造の保全その他の管理上特に必要があ

る時は、甲の命じた職員等をして、乙の承諾を得ずに本物件に立ち入ることができる

ものとする。 

２ 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否するこ

とはできない。 

（協議） 

第１３条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について

疑義が生じた場合は民法（明治29年法律第89号）そのほかの法令及び慣行に従い、誠

意をもって協議し、解決するものとする。 

（管轄裁判所） 

第１４条 この契約から生じる一切の法律関係に基づく訴えについては、本物件の所在

地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。 

 

  甲及び乙は本物件について賃貸借契約を締結したことを証するため、本契約書を２通

作成し、記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

             年  月  日 

               甲  住 所 

                  氏 名 

  

               乙  住 所 

                  氏 名  



第６号様式（第６条関係） 

 

阿賀野市お試し空き家暮らし体験施設賃貸借契約説明書 

 

年  月  日 

 

貸主 阿賀野市長           

 

 下記施設について定期建物賃貸借契約を締結するにあたり、借地借家法（平成３年法律第

90号）第 38条第３項に基づき、次のとおり説明します。 

 

 下記施設の賃貸借契約は、更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了しますので、下記

期間の満了の日までに、下記施設を明け渡さなければなりません。 

 

 

記 

 

１ 施  設  

所在地  

建築年数  

構造  

面積  

２ 契約期間 
始期     年   月   日 

終期     年   月   日 

 

上記施設について、借地借家法第 38条第３項に基づき説明を受けました。 

 

             年   月   日 

                借主 住所 

                   氏名 



第７号様式（第 11条関係） 

第     号 

年  月  日 

        様 

 

  阿賀野市長          

 

阿賀野市お試し空き家暮らし体験施設貸付許可取消通知書 

 

     年  月  日付け  第   号で通知した阿賀野市お試し空き家暮らし体

験施設の貸付許可について、阿賀野市お試し空き家暮らし体験実施要綱第 11条の規定によ

り、当該許可を取り消すこととしたので通知します。 

 ついては、施設を原状回復の上、直ちに施設を明け渡してください。 

 

記 

 

１ 貸付許可を取り消す施設 

  

 

 

２ 貸付許可を取り消す理由 

 



第８号様式（第 14条関係） 

 

年  月  日 

阿賀野市長        様 

 

  借受者 住所             

氏名             

 

阿賀野市お試し空き家暮らし体験施設破損（損傷・滅失・紛失）届出書 

 

     年  月  日付けで貸付許可を受けた阿賀野市お試し空き家暮らし体験施設

を破損（損傷・滅失・紛失）したので、阿賀野市お試し空き家暮らし体験実施要綱第 14条

の規定に基づき下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 発生（発見）した日時 

 

 

２ 破損、損傷、滅失、又は紛失の箇所 

 

 

 

 

３ 破損、損傷、滅失、又は紛失の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 破損、損傷、滅失、又は紛失の状況が分かる写真等を添付してください。 


